
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

参
照
条
文

（
参
照
法
令
一
覧
）

○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
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号
）
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・
・
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・
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１

○
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
一
年
環
境
庁
・
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
告
示
第
一
号
）
（
抄
）
・
・

１
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○
特
定
家
庭
用
機
器
再
商
品
化
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
七
号
）
（
抄
）

（
基
本
方
針
）

第
三
条

主
務
大
臣
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集

及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
の
基
本
的
方
向

二

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

三

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
の
促
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

四

環
境
の
保
全
に
資
す
る
も
の
と
し
て
の
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
の
意
義
に
関
す
る
知
識
の
普
及
に
係
る
事
項

五

そ
の
他
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
重
要
事
項

３

主
務
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十
一
年
環
境
庁
・
厚
生
省
・
通
商
産
業
省
告
示
第
一
号
）
（
抄
）

二

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

（
略
）

特
定
家
庭
用
機
器
の
小
売
業
者
は
、
耐
久
性
に
優
れ
、
ま
た
、
修
理
の
し
や
す
い
特
定
家
庭
用
機
器
、
交
換
部
品
及
び
機
能
追
加
の
た
め
の
部
品
、
適
切
な
使
用
方
法

、
修
理
の
実
施
体
制
等
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
も
修
理
の
実
施
等
の
役
務
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
家
庭
用
機
器
の
長
期
間
使
用
の
促
進

を
通
じ
た
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
排
出
の
抑
制
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
の
促
進
の
た
め
の
方
策
に
関
す
る
事
項

１

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
に
関
す
る
事
項

（
略
）
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小
売
業
者
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
に
当
た
り
、
製
造
業
者
等
の
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
の
実
施
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
特
定
家
庭
用

機
器
廃
棄
物
の
破
損
、
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
ン
類
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
特
定
家
庭
用
機
器
の
配
達
経
路
の
利
用
、
市
町
村

と
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
上
適
正
か
つ
能
率
的
な
収
集
及
び
運
搬
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
略
）

製
造
業
者
等
は
、
小
売
業
者
、
市
町
村
等
が
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
を
行
う
場
合
の
交
通
事
情
、
輸
送
距
離
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
円
滑
な
引
渡

し
が
で
き
る
よ
う
適
正
に
指
定
引
取
場
所
を
配
置
し
、
状
況
の
変
化
に
よ
り
小
売
業
者
、
市
町
村
等
の
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
引
渡
し
に
支
障
が
生
じ
た
場

合
に
は
、
速
や
か
に
指
定
引
取
場
所
を
設
置
す
る
等
の
対
応
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
指
定
引
取
場
所
の
設
置
に
関
し
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
小
売
業
者
、
市
町
村
等
の
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
を
行
う
者
が
円
滑
に
引
渡
し
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た

、
指
定
引
取
場
所
に
お
い
て
引
き
取
っ
た
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
の
用
に
供
す
る
施
設
へ
の
運
搬
に
当
た
り
、
再
商
品
化
等
に
必
要
な

行
為
の
実
施
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
破
損
、
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
ン
類
の
漏
出
を
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た

、
特
定
家
庭
用
機
器
の
運
搬
経
路
の
利
用
、
市
町
村
等
と
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
生
活
環
境
の
保
全
上
適
正
か
つ
能
率
的
な
運
搬
を
行
う
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

（
略
）

国
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
収
集
及
び
運
搬
を
促
進
す
る
た
め
、
関
係
者
に
対
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
、
研
究
開
発
の
推
進
等
を
行
う

と
と
も
に
、
教
育
活
動
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
た
国
民
の
理
解
の
増
進
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
排
出
並
び
に
収
集
及
び
運
搬
時
に
お
け
る
不
法
投
棄
の
防
止
に
努

め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

市
町
村
等
は
、
住
民
に
対
し
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
適
正
な
排
出
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
関
す

る
料
金
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
、
広
報
活
動
等
に
よ
る
住
民
の
理
解
の
増
進
、
自
ら
収
集
し
た
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
製
造
業
者
等
へ
の
引
渡
し
の
励
行
、

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
に
当
た
っ
て
の
小
売
業
者
と
の
連
携
、
製
造
業
者
等
が
行
う
指
定
引
取
場
所
の
設
置
に
つ
い
て
の
協
力
等
、
特
定
家
庭
用
機

器
廃
棄
物
の
適
正
か
つ
能
率
的
な
収
集
及
び
運
搬
の
確
保
に
向
け
た
協
力
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

三
２

特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
に
関
す
る
事
項

（
略
）
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
再
商
品
化
を
促
進
す
る
た
め
、
回
収
率
の
向
上
、
回
収
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
の
品
質
の
向
上
に
努

(2)
め
る
と
と
も
に
、
再
商
品
化
さ
れ
る
ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
ブ
ラ
ウ
ン
管
材
料
へ
の
投
入
比
率
の
増
加
へ
の
努
力
、
新
た
な
用
途
の
開
発
及
び
需
要
拡
大
に
向
け
た
関
係
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事
業
者
の
協
力
が
必
要
で
あ
る
。

（
略
）
以
上
の
再
商
品
化
等
の
実
施
と
あ
わ
せ
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
に
含
ま
れ
る
冷
媒
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
回
収
効
率
の
向
上
及

(4)
び
適
正
か
つ
能
率
的
な
再
利
用
又
は
破
壊
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
断
熱
材
に
使
用
さ
れ
て
い
た
フ
ロ
ン
類
に
つ
い
て
は
、
適
正
か
つ
能
率
的
な
回
収
並
び

に
再
利
用
及
び
破
壊
の
た
め
の
技
術
開
発
及
び
施
設
整
備
に
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
略
）

国
は
、
適
正
か
つ
能
率
的
な
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
資
す
る
製
品
を
選
択
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
要

す
る
費
用
の
低
減
に
資
す
る
研
究
開
発
の
実
施
と
そ
の
成
果
の
普
及
、
適
正
か
つ
能
率
的
な
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
の
実
施
に
資
す
る
情
報
の
提
供
、
再
商
品
化
等

に
必
要
な
行
為
の
用
に
供
す
る
施
設
整
備
の
促
進
、
再
商
品
化
等
に
必
要
な
行
為
に
関
す
る
技
術
的
な
支
援
等
を
通
じ
て
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
再
商
品
化
等
の

促
進
に
資
す
る
施
策
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
略
）

五

そ
の
他
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
に
関
す
る
重
要
事
項

（
略
）

国
は
、
特
定
家
庭
用
機
器
廃
棄
物
の
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化
等
の
円
滑
な
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
を
排
出
す
る
者
が
収
集
及
び
運
搬
並
び
に
再
商
品
化

等
に
必
要
な
行
為
に
関
す
る
料
金
を
適
切
に
支
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
こ
の
法
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
広
報
活
動
等
を
通
じ
て
国
民
へ
の

周
知
を
図
り
、
そ
の
理
解
及
び
協
力
を
得
る
こ
と
等
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


